
会議結果のお知らせ 
 
１ 開催した会議の名称 

令和元年度第３回岩手県大規模事業評価専門委員会 
 
２ 開催した日時 

令和元年８月 26 日（月）13：35～15：45 

 

３ 開催場所 
 エスポワールいわて ３階 特別ホール（盛岡市中央通一丁目 1-38） 

 
４ 出席委員 

加藤徹委員長、秋山信愛委員、狩野徹委員、河野達仁委員、越谷信委員、島田直明委員 

松山梨香子委員 （８名中７名出席） 

 
５ 専門委員会議題等 

(1) 議題 

ア 大規模施設整備事業事前評価【盛岡南公園野球場（仮称）整備事業】＜継続審議＞ 

  ◯ 政策推進室から審議概要及び県民意見募集の実施結果の概要について説明し、その後ス

ポーツ振興課より県民意見募集の実施結果に対する県の考え方について説明を行った。 

  ◯ その結果、継続して審議を要する事項及び追加で説明が必要な事項はなしとなった。 

  ■ 専門委員からの主な質疑等は次のとおり。 

  （質問） 

    グランドの利用調整において、具体的な代替施設はどこか。 

  （回答） 

    県営施設では運動公園内野球場、市営施設では太田地区野球場及び玉山地区野球場を予

定している。なお、高野連など関係団体を交えた調整会議を前年度に行い日程調整を行っ

ている。 

  （質問） 

    現在の貯水池は、残す計画なのか。または移設する計画なのか。 

  （回答） 

    事業者からの提案により今後決定する。 

  （質問） 

    現在の貯水池には、希少野生動植物が確認されている。希少野生動植物に配慮する計画

はどのようにするのか。 

  （回答） 

    今後、専門家の意見を聞きながら希少野生動植物に配慮した計画を検討していく。 

  （質問） 

    事業提案中においても希少野生動植物の配慮する計画とすることは可能か。 



  （回答） 

    事業者契約までに希少野生動植物に配慮する協議は可能。また、場合によっては、貯水

池の整備を別事業として実施することも今後検討する。 

 

イ 大規模公共事業再評価【一級河川馬淵川広域河川改修事業】＜継続審議＞  

◯ 政策推進室からこれまでの審議概要及び県民意見募集の実施結果の概要について説明し、

その後河川課より事業内容についての補足説明及び、県民意見募集の実施結果に対する県

の考え方について説明を行った。 

   ◯ その結果、継続して審議を要する事項及び追加で説明が必要な事項はなしとなった。 

  ■ 専門委員からの主な質疑等は次のとおり。 

  （質問） 

    パブリックコメントに記載されている「九戸城公園周辺の「急傾斜地崩壊危険区域」」の

場所はどこか。 

  （回答） 

    堀野工区の上流側で、河川からも離れている。年超過確率 1/1000でも浸水しない場所で、

河川改修事業ではなく、砂防事業での対応となる場所である。 

    なお、今回のご意見については、砂防災害課へ情報提供している。 

  （質問） 

被害軽減便益の内訳で公共土木施設の算出はどのようにしているのか。 

  （回答） 

マニュアルに基づき、一般資産の便益の 169％で算出している。 

  （意見） 

    今回、箇所毎のＢ/Ｃを算出するに当たり、箇所内の資産調査の精度を上げて算出した結

果がより現実に即しているので評価調書の費用対効果の数値は今回算出したものに修正す

ること。 

  （質問） 

    今回の箇所毎のＢ/Ｃで 1.0～1.1 と低い箇所があり、次回再評価時において、未着工の

箇所でＢ/Ｃが 1.0を切る場合は、その箇所の改修を継続するのか。 

  （回答） 

    効率性に十分注意しながら事業を進めたい。 

 

 ウ 大規模事業評価に係る答申案について 

  〇 大規模施設整備事業事前評価【盛岡南公園野球場（仮称）整備事業】 

    「事業実施」とした県の評価は妥当と認められるとの結論に至った。 

  〇 大規模公共事業再評価【一級河川馬淵川広域河川改修事業】 

     「事業継続」とした県の評価は妥当と認められるとした上で、付帯意見の記載方法及び

内容については、専門委員長と事務局で協議することとなった。 

 



 エ 大規模公共事業事後評価【小本港港湾改修事業】＜報告＞ 

◯ 港湾課から事後評価内容について説明があり、その後、質疑等が行われた。 

■ 専門委員からの主な質疑等は次のとおり。 

   （意見） 

     取扱貨物量が現在まで計画どおり推移していないことから、『今後の課題等』（１）．①『総

括的なコメント』欄の事業の効果については、「概ね効果は発現している。」ではなく、現

在までの状況と今後の見通しについて記載すること。 

   （意見） 

     背後地の作業ヤード確保の要望があるが、岸壁に隣接している砂浜には、希少な海浜植

物が確認されており、移植も難しいので、砂浜の海側には手を掛けないなど希少野生植物

の保全をお願いしたい。 

 

オ その他  

   政策推進室から、次回委員会について説明し、内容について了承された。 

 
（２）会議資料 

○資料 No.１ 大規模事業評価地区位置図 

  ○資料 No.２ 大規模事業評価専門委員会における審議概要について 

  ○資料 No.３ 大規模事業評価についての県民意見募集の実施結果 

○資料 No.４ 再評価補足説明資料 一級河川馬淵川広域河川改修事業 

○資料 No.５ 小本港港湾改修事業 事後評価調書 

〇参考資料  大規模事業評価に係る答申（案）の検討について 

※ 会議資料及び会議録については、行政情報センターへ配架するとともに、県のホームページに掲載し

ます。 

 

６ 傍聴人数 

報道 ３社  一般 ０人 
 

７ 問い合わせ先 

〒020‐8570 盛岡市内丸 10番 1号  

岩手県政策地域部政策推進室 TEL：019-629-5181 FAX：019-629-5254 

 
８ ホームページアドレス 

https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/hyouka/hyoukasenmon/1020831/1023169.html 
 

９ その他 
政策等の評価について御意見がありましたら、上記問い合わせ先まで FAX 等でお寄せくださ

い。今後の専門委員会での審議の参考とさせていただきます。 

https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/hyouka/hyoukasenmon/1020831/1023169.html

